
 大阪樟蔭女子大学　学則

第１章 総則

第１条 本学は､広く一般学科に関する知識を授くると共に、深く専門の学術技芸を教授研究して知性を磨き女性とし

ての豊かなる情操と高き品性とを養成するをもって目的とする。

２ 各学部、学科毎の教育研究上の目的は、第２条に定める通りとする｡

第１条の２ 本学の教育研究水準の向上を図り前条の目的を達成するため、文部科学大臣の定めるところにより、教育

研究等の状況について自ら点検・評価を行い､その結果を公表するものとする｡

２ 前項の点検・評価を行うための項目・体制については、別にこれを定める｡

３ 本学は、第１項の点検及び評価の結果について、学校教育法第１０９条第２項の政令で定める期間ごとに認証評価を

受けるものとする｡

第２章 学部及び学科等の組織

第２条 本学は、大阪樟蔭女子大学と称し、下記の学部及び学科並びに専攻を置く。

学 部 学 科 専 攻 教育研究上の目的

学芸学部

リベラルアーツ学科及び人文系の国文学科、言語文化コミュニケーション

学科、心理学科と生活環境系のライフプランニング学科、化粧ファッショ

ン学科の６学科で構成し、学士課程基幹教育に加えて、それぞれに特色あ

る専門分野の学習を通じて、広い視野と深い教養をもった人材を育成する

ことを目的とする。

リベラルアーツ学科 ―

基礎的教養を基盤として、人間を理解することと地域を理解することを通

じて、現代の社会が抱えている諸課題に気づき、その課題について複眼的

かつ俯瞰的に捉え、また、実証的・科学的に探究することで課題の背景・

要因を多面的に捉え、社会と文化の多様性を尊重し、人間理解に立脚した

社会貢献を果たす意欲を持って、未来に繋がる課題の解決策を提示できる

人材の養成を目的とする。

国文学科 ―

日本の言語・文学に関する幅広い知識を教授することにより、日本文化に

対する造詣を深め、豊かな情操を涵養し、言語運用能力を養成する。日本

文化を継承・発展させ発信する能力を以って、異文化間の交流を視野に入

れつつ、社会で活躍できる人材の育成を目的とする。

言語文化

コミュニケーション

学科

―

グローバルな視点から言語や文化の役割を理解するとともに多様性を尊重

しながら地域で協働し、活躍する人材の養成を目的とする。また、日本語

や国際語としての英語の特性のみならず、それぞれの社会・文化的背景を

理解しながら、コミュニケーションに役立つ総合的な言語運用能力を持ち、

人間の言語活動、言語表現に対し、デジタル技術をも活用してアプローチ

できる人材を養成する。

心理学科 ―
人の行動とそのもとにある心の働きに関する専門知識と技能を身につけ、

人と社会に関わる総合的な能力を備えた人材の育成を目的とする。

ライフプランニング

学科
―

現代に生きる女性がその人生において経験するライフ・イベントに主体的

に対処していくために必要な知識と技能を養い、家庭と職場の双方におい

て活躍できるバランス感覚の優れた人材の育成を目的とする。また、日々

の暮らしを真の意味で豊かにする食に関する先進的な知識と技能を身につ

け、食の伝統と文化を理解した上で自らの暮らしに役立て、社会に貢献で

きる人材の育成を目的とする。

化粧ファッション学

科
―

服飾・化粧を中心に、よそおいに関する幅広い専門的知識や技能、豊かな

感性を養い、ファッション関連産業で活躍し得る人材の育成を目的とする。

児童教育

学部

子どもを様々な角度から見つめることができ、教育、文化、福祉、保健、

心理等に関する専門的知識及び技能を兼ね備えた子どもの専門家として、

社会に貢献できる人材の育成を目的とする。

児童教育学科 ―

子どもを様々な角度から見つめることができ、教育、文化、福祉、保健、

心理等に関する専門的知識及び技能を兼ね備えた子どもの専門家として、

社会に貢献できる人材の育成を目的とする。

健康栄養

学部

健康をキーワードに、医療を中心とした現場で栄養教育や指導ができる管

理栄養士の育成、ならびに、食を中心とした正しい健康情報を広く国民に

教育指導できる人材の育成を目的とする。



 

健康栄養学科 

管理栄養士 

専攻 

栄養ケア・マネジメントに関する教育研究を通して、栄養ケア・マネジメ

ントの基礎理論と基本技術の確実な習得のもとに、基本的な栄養管理に関

する実践能力を有した管理栄養士の育成を行うことにより、地域社会の保

健・医療・福祉サービスの発展と向上に寄与する。 

食物栄養 

専攻 

食品、調理、栄養などの「食」に関する教育研究を通して、人々の健康な

暮らしを支える専門知識と技術の確実な習得のもとに、食に関するさまざ

まな分野で活躍する人材の育成を行うことにより、地域社会の健康の保

持・増進に寄与する。 

２ 本学の学芸学部化粧ファッション学科に美容師養成課程を置く。この養成課程の履修細則は、別に定める。 

第２条の２ 本学に、大学院を置く｡ 

２ 大学院に関する学則その他の規定は、別に定める｡ 
 
 
 

第３章 教育課程 

 

第３条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当し体系的に編成する

ものとする。 

２ 教育課程における用語の意味は、次の通りとする。 

(１) Ａ 講義 

(２) Ｂ    演習 

(３) Ｃ   実験、実習又は実技 

(４) Ｄ   講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用 

(５) 必   卒業必修科目 

(６) 教   教職関係必修科目 

(７) 国   教職関係（国語）必修科目 

(８)《家庭》 教職関係（家庭）必修科目 

（９) 書   教職関係（書道）必修科目 

 (10) 幼   幼稚園教職関係必修科目 

 (11) 小   小学校教職関係必修科目 

 (12) 中   中学校教職関係必修科目 

 (13)《栄教》  栄養教諭教職関係必修科目 

 (14) 博   学芸員関係必修科目 

 (15) 社   社会教育主事関係必修科目 

 (16) 司   司書関係必修科目 

 (17) 司教  司書教諭関係必修科目 

 (18) 学司   学校司書関係必修科目 

 (19) 栄     栄養士関係必修科目 

 (20) 管     管理栄養士関係必修科目 

 (21) フ     フードスペシャリスト関係必修科目 

（別表中の(フ)は選択必修科目） 

 (22) 保    保育士関係必修科目 

 (23) 精    精神保健福祉士関係必修科目 

（別表中の(精)は選択必修科目） 

(24) 公    公認心理師関係必修科目 

(25) Sc    スクールソーシャルワーカー関係必修科目 

(26) 留    留学生卒業必修科目 

(27) 健留   健康栄養学科留学生卒業必修科目 

３ 単位数は、卒業に必要な単位として認められる最大単位数を示すとともに、必修科目、選択必修科目にあっては必要

最低履修単位数を示す。 

４ 授業科目は、別表（１）（学芸学部）、別表（２）（児童教育学部）、別表（３）（健康栄養学部）の通りとする。 

第３条の２ 学生の多様な興味・目的に応じた幅広い学びを促すことを目的に副専攻を編成する。 

２ 副専攻は、学部及び学科又は専攻に係る分野以外の特定分野又は特定課題について、授業科目を体系的に配置するも



 

のとする。 

３ 副専攻の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。 
 
 

第４章 履修方法、試験、卒業及び学位 

 

第４条 修業年限を 4 年、最長在学年限を 8 年とする。ただし、編入学、転入学および再入学の場合の最長在学年限は、

その者の在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えないものとする。 

２ 1 年間の授業を行なう期間は、35 週にわたることを原則とする。 

３ 各授業科目の授業は、15 週にわたる期間を単位として行なうものとする。ただし、教育上特別の必要があると認め

られる場合は、この期間より短い特定の期間において授業を行なうことができる。 

第５条 授業科目の単位数は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、

授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね 15 時間から 45 時間

までの範囲で本学が定める時間の授業をもって 1 単位として単位数を計算するものとする。ただし、実験、実習及び

実技については、30 時間から 45 時間までの範囲をもって 1 単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して

単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

第５条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外

の場所で履修させることができる。  

３ 前項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60 単位を超えないものとする。 

第６条 本学学芸学部（リベラルアーツ学科を除く）を卒業するためには、必修科目の単位を含み、最低次の単位を修

得しなければならない。 

 

学士課程基幹教育科目 所属学科専攻科目 合   計 

32 単位以上 62 単位以上 124 単位以上 

２ 次の各号に定める授業科目について単位を修得した場合、合わせて 30 単位を超えない範囲で、学士課程基幹教育科

目の単位として計算する。 

 (１) 所属学科以外の学科(他学部の学科を含む)の専攻科目で、別に定める授業科目 

(２) 教職に関する科目 

(３) 学芸員、社会教育主事、司書・司書教諭・学校司書に関する科目 

３ 次表に定める「他学部他学科等の専攻科目」欄記載の授業科目について修得した単位については、第２項にかかわ

らず、第１項に定める「所属学科専攻科目」の単位とみなす。 

 

所属学科 他学部他学科等の専攻科目（開設学科） 

ライフプランニング学科 
被服構成学実習 （学芸学部化粧ファッション学科） 

調理学実習   （健康栄養学部健康栄養学科） 

化粧ファッション学科 調理学実習   （健康栄養学部健康栄養学科） 

 

４ ライフプランニング学科、化粧ファッション学科の学生で中学校・高等学校の教育職員免許状の取得を希望するもの

は、所属学科の区分に従い前項に定める「他学部他学科等の専攻科目」欄記載の科目の単位を修得しなければならな

い。 

５ 3 年次に進級するためには、2 年次末において卒業要件にかかる科目の単位を 49 単位以上修得し、かつ GPA 値が 0.5

以上でなければならない。 

第６条の２ 本学学芸学部リベラルアーツ学科を卒業するためには、別表に定める学士課程基幹教育科目、所属学科専

攻科目の必修科目の単位を含み、最低 124 単位を修得しなければならない。 

２ 次の各号に定める授業科目について単位を修得した場合、合わせて 30 単位を超えない範囲で、卒業要件にかかる単

位として計算する。  



 

 (１) 所属学科以外の学科(他学部の学科を含む)の専攻科目で、別に定める授業科目  

(２) 教職に関する科目  

(３) 学芸員、社会教育主事、司書・司書教諭・学校司書に関する科目  

３ 3 年次に進級するためには、2 年次末において卒業要件にかかる科目の単位を 49 単位以上修得し、かつ GPA 値が 0.5

以上でなければならない。 

第６条の３ 本学児童教育学部を卒業するためには、必修科目の単位を含み、最低次の単位を修得しなければならない。 

学士課程基幹教育科目 所属学科専攻科目 合  計 

18 単位以上 76 単位以上 124 単位以上 

２ 次の各号に定める授業科目について単位を修得した場合、合わせて 14 単位を超えない範囲で、学士課程基幹教育科

目の単位として計算する。 

(１) 所属学科以外の学科(他学部の学科を含む)の専攻科目で、別に定める授業科目 

(２)  学芸員、社会教育主事、司書・司書教諭・学校司書に関する科目       

３ 3 年次に進級するためには、2 年次末において卒業要件にかかる科目の単位を 49 単位以上修得し、かつ GPA 値が 0.5

以上でなければならない。 

第６条の４ 本学健康栄養学部を卒業するためには、必修科目の単位を含み、最低次の単位を修得しなければならない。 

 

（健康栄養学科管理栄養士専攻） 

学士課程基幹教育科目 所属学科専攻科目 合  計 

18 単位以上 72 単位以上 124 単位以上 

（健康栄養学科食物栄養専攻） 

学士課程基幹教育科目 所属学科専攻科目 合  計 

18 単位以上 62 単位以上 124 単位以上 

２ 次の各号に定める授業科目について単位を修得した場合、合わせて 30 単位を超えない範囲で、学士課程基幹教育科

目の単位として計算する。 

 (１) 所属学科以外の学科(他学部の学科を含む)の専攻科目で、別に定める授業科目 

(２) 教職に関する科目 

(３) 学芸員、社会教育主事、司書・司書教諭・学校司書に関する科目 

３ 次表に定める「他学部他学科等の専攻科目」欄記載の授業科目について修得した単位については、第２項にかかわ

らず、第１項に定める「所属学科専攻科目」の単位とみなす。 

 

所属学科 他学部他学科等の専攻科目（開設学科） 

健康栄養学科 食物栄養専攻 被服構成学実習 （学芸学部化粧ファッション学科） 

４ 健康栄養学科食物栄養専攻の学生で中学校・高等学校の教育職員免許状の取得を希望するものは、所属学科の区分に

従い前項に定める「他学部他学科等の専攻科目」欄記載の科目の単位を修得しなければならない。 

５ 3 年次に進級するためには、2 年次末において卒業要件にかかる科目の単位を 49 単位以上修得し、かつ GPA 値が 0.5

以上でなければならない。 

第６条の５ 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）において

履修した授業科目について修得した単位を、30 単位を超えない範囲で、別に定めるところにより本学における授業科

目の履修により修得したものとみなすことがある。 

２ 教育上有益と認めるときは、次の各号に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところに

より単位を与えることがある。 

(１) 短期大学の専攻科における学修 

(２) 高等専門学校の専攻科における学修 

(３) その他文部科学大臣が別に定める学修 



 

３ 前項により与える単位数は、第１項により修得したとみなす単位数と合わせて 30 単位を超えないものとする。 

第６条の６ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目につ

いて修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、別に定めるところにより入学後の本学における

授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第２項に定める学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることがある。 

３ 第１項により修得したものとみなし、又は前項により与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、

本学において修得した単位以外のものについては、合わせて 30 単位を超えないものとする。 

第６条の７ 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修できるようにするため、卒業要件として修得すべき単位数

について、1 年間又は 1 学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。 

２ 前項の登録に関する手続等は別に定める。 

第７条 削除（平成 4 年 3月 10 日） 

第８条 授業科目の履修修了の認定は、試験および平素の成績による。試験は、学期内にその履修した科目について筆

記、口述、論文等の方法によって行なう。 

２ 成績の評価は次の基準による。 

 素点 
グレ

ード 
成績評価基準 

合 格 

１００～９０ Ｓ 到達目標を超えて優れた成績を修めている 

８９～８０ Ａ 到達目標を十分に達成している 

７９～７０ Ｂ 到達目標を概ね達成している 

６９～６０ Ｃ 到達目標を最低限達成している 

不合格 ５９～ ０ Ｄ 到達目標を達成していない 

合 格 合 格 Ｐ 到達目標を達成している 

不合格 不合格 Ｆ 到達目標を達成していない 

合 格 認 定 Ｑ  

 

成績の評価には、上記の他に下記の評価が含まれる。 

素点 グレード 

評価無 Ｎ 

履修中止 Ｗ 

第９条 削除（平成 4 年 3月 10 日） 

第 10 条 本学に４年以上在学し、所属学部の区分に従い第６条又は第６条の２、第６条の３、第６条の４に定める単

位数を修得した者については、学長が卒業を認定する。 

２ 前項により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより学士の学位を授与する。 

第 10 条の２ 副専攻の所定の単位を修得し、その学習成果の認定を受けた者については、前条の学士の学位と併せて

副専攻修了証書を授与する。 

 

 

第５章 教職に関する科目 

 

第 11条 本学に教職に関する科目を置く。 

第 12条 教職に関する科目を下記の通りとする。 

【教職に関する科目】（数字は単位数） 

（中・高関係）（ただし、児童教育学部児童教育学科の専攻科目は除く） 

教職概論                 Ａ２  教 

教育原理                 Ａ２  教 

教育心理学                Ａ２  教 

特別支援教育               Ａ２  教 

教育社会学                Ａ２  教 



 

教育課程論                          Ａ２  教 

教育の方法及び技術（情報通信技術の活用含む）   Ａ２  教 

国語科教科教育法             Ａ８  教 

書道科教科教育法             Ａ４  教 

英語科教科教育法             Ａ８  教 

家庭科教科教育法             Ａ８  教 

道徳の理論及び指導法          Ａ２  教 

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法  Ａ２  教 

生徒・進路指導論             Ａ２  教 

教育相談論                Ａ２  教 

教職実践演習（中・高）          Ｂ２  教 

教育実習                 Ｃ４  教（中･高免履修者） 

教育実習                 Ｃ２  教（高免履修者） 

教育実習指導               Ａ１  教 

介護等の体験                        Ｃ１  教       

介護等の体験の事前指導              Ａ１  教 

人権・同和教育の研究           Ａ２ 

（栄養教諭関係） 

教職概論                 Ａ２  《栄教》 

教育原理                 Ａ２  《栄教》 

教育心理学                Ａ２  《栄教》 

特別支援教育               Ａ２  《栄教》 

教育社会学                Ａ２  《栄教》 

教育課程論           Ａ２  《栄教》 

教育の方法及び技術（情報通信技術の活用含む）  Ａ２  《栄教》 

道徳の理論及び指導法          Ａ２  《栄教》 

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法  Ａ２  《栄教》 

生徒指導の理論・方法           Ａ２  《栄教》 

教育相談論                Ａ２  《栄教》 

教職実践演習（栄養教諭）         Ｂ２  《栄教》 

栄養教育実習(
事前事後の指導

１単位を含む)          Ｃ２  《栄教》 

人権・同和教育の研究           Ａ２ 

 

第 13 条 教員免許状を取得するためには、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所定の単位を修得し

なければならない。 

２ 取得することのできる教員免許状は、次の通りである。 

学芸学部   

所属学科 専  攻 免許教科 免 許 状 の 種 類 

国文学科 ― 
国  語 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

書  道 高等学校教諭一種免許状 

言語文化コミュニケーション学科 ― 英  語 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

 ライフプランニング学科 ― 家  庭 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

化粧ファッション学科 ― 家  庭 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

（中学校一種免のみ） 

 

 



 

 

児童教育学部 

所属学科 専  攻 免許教科 免 許 状 の 種 類 

児童教育学科 ― 
― 

幼稚園教諭一種免許状 

小学校教諭一種免許状 

英  語 中学校教諭一種免許状 

 

健康栄養学部 

所属学科 専  攻 免許教科 免 許 状 の 種 類 

健康栄養学科 

管理栄養士専攻 ― 栄養教諭一種免許状 

食物栄養専攻 
家  庭 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

― 栄養教諭二種免許状 

 

第５章の２ 学芸員に関する科目 

 

第 13条の２ 本学に学芸員に関する科目を置く。 

第 13条の３ 学芸員に関する科目を下記の通りとし、定められた学科の区分に従い履修するものとする。 

【学芸員に関する科目】（数字は単位数） 

区分Ａ（省令科目） 

生涯学習概論Ⅰ   Ａ２  博 

博物館概論       Ａ２  博 

博物館経営論   Ａ２  博 

博物館資料論   Ａ２  博 

博物館資料保存論   Ａ２  博 

博物館展示論   Ａ２  博 

博物館教育論   Ａ２  博 

博物館情報・メディア論  Ａ２  博 

博物館実習Ⅰ   Ｃ２  博 

博物館実習Ⅱ   Ｃ１  博 

博物館実習Ⅲ   Ｃ１  博 

区分Ｂ（関連科目） 

古典文学史       Ａ２ 

近現代文学史   Ａ２ 

日本文学概論   Ａ２ 

大阪・上方のことば文化       Ａ２ 

上方文化入門             Ａ２ 

異文化理解論Ａ          Ａ２ 

異文化理解論Ｂ          Ａ２ 

服飾文化論           Ａ２ 

ファッションの歴史Ａ    Ａ２ 

化粧の歴史Ａ   Ａ２ 

現代女性論           Ａ２ 

児童教育学概論          Ａ２ 

中国書道史           Ａ２ 

日本書道史           Ａ２ 

染織史    Ａ２ 

デザイン史           Ａ２ 

化粧学概論           Ａ２ 

分野Ｂ(美術史) 

分野Ａ(文化史) 



 

化粧文化論           Ａ２ 

顔学概論    Ａ２ 

被服構成学Ⅰ   Ａ２ 

被服構成学Ⅱ   Ａ２ 

現代社会論           Ａ２   

基礎統計学       Ａ２ 

社会調査の方法   Ａ２ 

社会調査概説   Ａ２ 

心理学研究法   Ａ２ 

心理学統計法   Ａ２ 

児童心理学       Ａ２ 

幼児理解       Ａ２ 

生物学    Ａ２ 

微生物学    Ａ２ 

化学    Ａ２ 

食品学    Ａ２ 

被服整理学       Ａ２ 

被服材料学    Ａ２ 

＊関連科目については、分野Ａ～Ｅの２分野にわたり８単位必修 

第 13条の４ 学芸員の資格を取得するためには、本学を卒業し、博物館法・博物館法施行規則の定めるところに従い、

学芸員に関する科目の単位を修得しなければならない。 
 
 

第５章の３ 社会教育主事に関する科目 

 

第 13条の５ 本学に社会教育主事に関する科目を置く。 

第 13条の６ 社会教育主事に関する科目を下記の通りとする。 

 【社会教育主事に関する科目】（数字は単位数） 

生涯学習概論Ⅰ Ａ２  社 

生涯学習概論Ⅱ Ａ２  社 

生涯学習支援論Ⅰ             Ａ２  社 

生涯学習支援論Ⅱ             Ａ２  社 

社会教育経営論Ⅰ             Ａ２  社 

社会教育経営論Ⅱ             Ａ２  社 

社会教育実習Ａ                      Ⅽ１    社  

社会教育演習 Ｂ１ 

社会教育課題研究 Ｂ１  

社会教育実習Ｂ                      Ⅽ２    社 

女性のライフサイクル           Ａ２ 

ジェンダーを考える            Ａ２ 

情報と社会                Ａ２ 

日本の食と文化              Ａ２ 

地域課題とボランティア活動        Ａ２ 

子育てを考える              Ａ２ 

心のしくみ                Ａ２ 

心の健康                 Ａ２ 

現代に生きる女性たち           Ａ２ 

現代モード論 Ａ２ 

国際社会と平和 Ａ２ 

歴史の読み方 Ａ２ 

美しい地球を創る               Ａ２ 

分野Ｄ(生物)  

中１単位社  

分野Ｅ(化学)  

分野Ｃ(民俗学) 



 

博物館概論 Ａ２ 

博物館情報・メディア論 Ａ２  

図書館概論 Ａ２ 

図書館サービス概論 Ａ２ 

児童サービス論 Ａ２ 

教育心理学 Ａ２ 

日本語学概論               Ａ２ 

著作権概説                Ａ２ 

日本語学                 Ａ２ 

学習・言語心理学               Ａ２ 

教育・学校心理学               Ａ２ 

発達心理学                  Ａ２ 

現代社会論                Ａ２ 

現代女性論                Ａ２ 

服飾文化論                  Ａ２ 

教育原理                 Ａ２ 

人権・同和教育の研究           Ａ２ 

第 13 条の７ 社会教育主事となる資格を取得するためには、本学を卒業し、かつ社会教育法・社会教育主事講習等規

程の定めるところに従い、社会教育主事に関する科目の単位を修得しなければならない。 

２ 前項の科目の単位を修得した者は、社会教育士（養成課程）と称することができる。 
 
 

第６章 司書・司書教諭・学校司書に関する科目 

 

第 14条 本学に司書・司書教諭・学校司書に関する科目を置く。 

第 15条 司書・司書教諭・学校司書に関する科目を下記の通りとする。 

 【司書・司書教諭・学校司書に関する科目】（数字は単位数） 

生涯学習概論Ⅰ         Ａ２  司 

図書館概論                       Ａ２  司 

図書館制度・経営論               Ａ２  司 

図書館情報技術論                 Ａ２  司    学司 

図書館サービス概論               Ａ２  司 

情報サービス論                   Ａ２  司 

児童サービス論                   Ａ２  司 

情報サービス演習Ａ               Ｂ１  司 

情報サービス演習Ｂ               Ｂ１  司 

図書館情報資源概論               Ａ２  司    学司 

情報資源組織論                   Ａ２  司    学司 

情報資源組織演習Ａ               Ｂ１  司    学司 

情報資源組織演習Ｂ               Ｂ１  司    学司 

図書館基礎特論                   Ａ２ 

図書館サービス特論               Ａ２ 

図書館情報資源特論               Ａ２ 

図書・図書館史   Ａ２      中２科目司 

図書館施設論                     Ａ１ 

図書館総合演習                   Ｂ１ 

図書館実習                       Ｃ１ 

学校経営と学校図書館         Ａ２  司教   学司 

学校図書館メディアの構成       Ａ２  司教 

中８単位社  



 

学習指導と学校図書館        Ａ２  司教   学司 

読書と豊かな人間性          Ａ２  司教   学司 

情報メディアの活用          Ａ２  司教 

学校図書館サービス論        Ａ２       学司 

学校図書館情報サービス論      Ａ２       学司 

学校教育概論            Ａ２       学司 

第 16 条 司書・司書教諭・学校司書の資格を取得するためには、図書館法・学校図書館法の定めるところに従い、司

書・司書教諭・学校司書に関する科目の単位を修得しなければならない。 
 
 

第７章 削除 

 

第 16条の２ 削除 

第 16条の３ 削除 

第 16条の４ 削除 
 

第７章の２ フードスペシャリスト 

 

第 16 条の５ フードスペシャリストの資格を取得するためには、健康栄養学部健康栄養学科食物栄養専攻を卒業し、

かつ第３条に規定する科目のうち、日本フードスペシャリスト協会の定めるところに従い、所定の科目の単位を修得

するとともに、資格認定のための認定試験に合格しなければならない。 
 
 

第８章 管理栄養士 

 

第 17 条 管理栄養士の免許を取得するためには、健康栄養学部健康栄養学科管理栄養士専攻を卒業し、かつ第 3 条に

規定する科目のうち、栄養士法の定めるところに従い所定の単位を修得するとともに、管理栄養士国家試験に合格し

なければならない。 

 
 

第８章の２ 栄養士 

 

第 17条の２ 栄養士の資格を取得するためには、健康栄養学部健康栄養学科を卒業し、かつ第 3 条に規定する科目の

うち、栄養士法の定めるところに従い、所定の科目の単位を修得しなければならない。 

 
 

第８章の３ 保育士 

 

第 17 条の 3 保育士の資格を取得するためには、児童教育学部児童教育学科を卒業し、かつ厚生労働大臣の定めると

ころに従い、所定の科目の単位を修得しなければならない。 
 
 

第８章の４ 精神保健福祉士 

 

第 17 条の 4 精神保健福祉士の資格を取得するためには、学芸学部心理学科を卒業し、かつ第 3 条に規定する科目の

うち、「精神保健福祉士法」に基づくところに従い所定の科目の単位を修得するとともに、精神保健福祉士試験に合

格しなければならない。 
 
 

第８章の５ 公認心理師 

 

第 17 条の 5 公認心理師試験受験資格を取得するためには、学芸学部心理学科を卒業し、かつ第 3 条に規定する科目

のうち、「公認心理師法」に基づくところに従い所定の科目の単位を修得しなければならない。 



 

第８章の６ スクールソーシャルワーカー 

 

第 17 条の 6 スクールソーシャルワーカーの資格を取得するためには、学芸学部心理学科を卒業し、かつ第 3 条に規

定する科目のうち、「社会福祉士等ソーシャルワークに関する国家資格有資格者を基盤としたスクール（学校）ソー

シャルワーク教育課程認定事業に関する規程」に基づくところに従い所定の科目の単位を修得するとともに、精神保

健福祉士試験に合格しなければならない。 
 
 

第８章の７ 認定絵本士 

 

第 17 条の 7 認定絵本士の資格を取得するためには、絵本専門士委員会の定めるところに従い、児童教育学部児童教

育学科の所定の科目の単位を修得しなければならない。 
 
 

第９章 別科  

 

第 18条 本学に別科を置く。 

第 19条 別科は実際生活に即した専門的知識技能を授くると共に、高き知性と豊かなる情操とに富む品性高き女性を

養成するをもって目的とする。 

第 20条 別科の修業年限を２年とし、生活専修、被服専修の２専修を置く。 

第 21条 別科の授業科目を別表（４）の通りとする。 

第 22条 別科は時間制を採用する。 

第 23条 別科は毎年春期・秋期の２期に試験を行なう。 

第 24条 別科に２年以上在学し、必修科目を含み、次表に定める最低履修時間数の授業科目を履修し、所定の試験に

合格した者は修了とし、修了証書を授与する。 

 

 

 

 

 

 

第１０章 入学、編入学、退学、休学、復学、原級留置、除籍、転籍及び転学 

 

第 25条 入学に関しては下記の通りとする。 

(１) 入学の時期は毎年 4 月とする。 

(２) 本学に入学することのできる者は高等学校を卒業した者、もしくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了し

た者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）、又はこれと同等以上の学力

があると認められた者、即ち下記の各号の一に該当する者とする。 

① 外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者、又はこれに準ずるもので文部科学大臣の指定した者 

② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

③ 文部科学大臣の指定した者 

④ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17年文部科学省令第 1号）による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

⑤他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八

歳に達した者 

 (３) 入学志願者に対しては検定を行なう。 

(４) 入学検定試験に合格した者は、別に定める入学手続き要項により、誓約書、保証書、その他大学の必要とする 

     書類を指定の期日までに提出しなければならない。 

(５)  保証書の保証人は、父または母とし、学生の在学中に関する一切の事項について、別に定める極度額の範囲で、 

    連帯して保証しなければならない。ただし、父または母が保証人となることのできない場合は、これに代わり、 

     保証人としての責務を果たすことができる者とする。 

(６)  保証人が死亡、又はその他の理由によって資格を失ったときは、新たに保証人を定めて届け出なければならない。 

 
生活専修 

被服専修 
食物コース 語学コース 

共通科目 最低履修時間数 20 20 16 

専門科目 最低履修時間数 28 28 32 

合計最低履修時間数 48 48 48 



 

第 26条 退学及び休学、復学に関しては下記の通りとする。 

(１) 疾病または止むを得ない事故のある時は、学長の許可を得て退学することができる。 

(２) 学生で疾病その他の事由によって、３ヶ月以上修学を中止しようとする者は、学長の許可を得て１年以内休学する

ことができる。ただし、特別の事由がある場合は１年を限度として学長は休学期間の延長を認めることができる。 

(３) 前項の事由が解消したときは、学長の許可を得て復学することができる。 

(４) 休学の期間は第４条の在学年数に算入しない。 

(５) 休学の期間は通算して４年を超えることができない。 

第 26条の２ 進級または卒業の要件を満たしているに関わらず原級に留まることを希望する者にはこれを認めること

がある。 

第 26条の３ 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

 (１) 第４条に定める最長在学年限を超えた者 

(２) 第 26 条第 1 項第５号に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

(３) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

(４) 長期間にわたり、行方不明の者 

２ 前項第３号により除籍した者の最終在学日付は、既に授業料等納付金を納入した学期の末日とする。 

３ 第１項第３号により除籍した者が除籍後２年以内に授業料等納付金を完納し、再入学を願い出た場合は、許可するこ

とがある。 

４ 前項により再入学を許可された者の既に履修した科目の単位の取扱い並びに修業年限は教授会において定める。 

第 26 条の４ 学生が所属する学部、学科、専攻から、他の学部、学科、専攻へ転籍を希望する場合、転籍先の収容定

員に余裕があり、転籍試験に合格したときは、これを認めることがある。 

２ 転籍試験は、第 1 年次および第２年次の秋期に行う。 

第 27 条 本学から他の大学へ、もしくは他の大学から本学へ転学を志望する学生で、正当の事由があると認めた場合

には許可することがある。ただし、その場合は大学長の転学許可書と共に修業年限、既得単位の証明書によって転籍

事実を明らかにしなければならない。 

２ 前項により、他の大学から本学へ転学を許可された学生には、別に定めるところにより、他の大学において修得した

授業科目とその単位数の一部又は全部を本学における授業科目と単位数に換算し、認定することができる。 

３ 本学を退学した者で、その事由が解消し再入学を希望する者は修業の見込があると認めた場合には許可することがあ

る。 

第 27条の２ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者、又は文部科学大臣の定める専修学校の専門課程を修了した者

で、本学に編入学を志望する者があるときは、選考のうえ相当年次に入学を許可する。 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取り扱い、並びに在学すべき年数につい

ては、当該学部の教授会の議を経て、学長が決定する。 

 
 

第 11章 納付金 

第 28 条 授業料、施設費、学籍管理料（以下、この章において「授業料等納付金」という。）、入学検定料、入学金

等の納付金については、学校法人樟蔭学園学生等納付金規則に定める通りとする。 

２ 納付金の改定を行なう場合、在学生にもこれを適用する。 

３ 納付金の納付方法等その他必要事項は、別に定める。 

第 29条 授業料等納付金は、毎年４月、１０月の２期に、指定された期日までに納付しなければならない。 

第 30 条 授業料等納付金は、欠席又は停学中であってもこれを減免しない。また、退学除籍の者であっても、未納の

ときは、直ちに納付しなければならない。 

第 31条 第 26 条第２号によって休学した者に限り、授業料、施設費に替え、学籍管理料を納付しなければならない。 

第 32条 授業料等納付金を滞納し、督促してもなお納付しないときは除籍する。 

第 33条 入学志願者は、入学願書提出と同時に入学検定料を納付しなければ入学試験を受けることができない。 

２ 一旦納付した入学検定料は、理由の如何を問わずこれを返戻しない。 

第 34 条 合格者は、保証書等の提出と同時に入学金等入学手続時納付金を、指定された期日までに納付しなければ、

入学を認めない。 

第 35 条 各種資格課程履修に際して必要となる実習費・登録費等の費用、海外演習に必要な費用については、別途こ

れを納付しなければならない。 



 

第 36条 別に定める場合を除き、既納の納付金は理由の如何を問わず返戻しない。 
 
 

第 12章 教育研究実施組織 

 

第 37条 本学に学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置く。ただし、教育研究上の組織編成として適切と

認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。 

２ 前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 

３ 学長は、校務をつかさどり、所属教職員を統督する。 

４ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

５ 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 

６ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生

を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

７ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を

教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

８ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研

究を指導し、又は研究に従事する。 

９ 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 

10 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

11 本学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任

の所在が明確になるように教員組織を編成するものとする。 

12 教職員に関する規定は、別にこれを定める 

第 38条 各教育課程上主要と認める授業科目は、原則として基幹教員が担当するものとする。 

第 39 条 本学において教育上、学術上又は教育行政上の功績ある者には、教授会の推薦により名誉教授の称号を与え

ることがある。名誉教授推薦に関する規定は、別にこれを定める。 
 

   第 13章 会議 

 

第 40条 本学に教授会を置く。教授会の運営細則は別にこれを定める。 

２ 教授会は、学長、副学長及び本学の基幹教員をもって組織する。 

３ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(１) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(２) 学位の授与 

(３) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学

長が定めるもの 

４ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長（以下この項において

「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べるこ

とができる。 

第 41条 本学に委員会を置くことができる。 

２ 各委員会に関する規定は、別にこれを定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 14章 収容定員 

 

第 42 条 本学の定員は下記の通りとする。 

学 部 学 科 専 攻 入学定員（名） 収容定員（名） 

学芸学部 

リベラルアーツ学科 － 40 160 

 国文学科 － 40 160 

言語文化コミュニケーション学科 － 30 120 

心理学科 － 60 240 

 ライフプランニングﾞ学科 － 40 160 

化粧ファッション学科 － 140 560 

計 350 1,400 

児童教育 

学部 

児童教育学科 － 50 200 

計 50 200 

健康栄養 

学部 

健康栄養学科 
管理栄養士専攻 80 320 

食物栄養専攻 20 80 

計 100 400 

別    科 

 生活専修 － 50 100 

 被服専修 － 50 100 

計 100 200 

合  計 600 2,200 

 

 

第 15章 附属施設 

 

第 43条 本学に下記の附属施設を置く。 

(１) 図書館 

(２) 附属幼稚園 

(３) 子ども研究所 

(４) 田辺聖子文学館 

(５) しょういん子育て絵本館 

(６) 樟蔭美科学研究所 

(７) 大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科臨床心理学専攻附属カウンセリングセンター（心理臨床相談室） 

(８) 大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科人間栄養学専攻附属健康栄養センター（くすのき健康栄養センター） 

２ 各附属施設の細則は、別に定めるところによる。 

 

第 16章 科目等履修生・聴講生・特別課程履修生・研修員・外国人留学生 

 

第 44 条 本学の学生以外の者を科目等履修生として、別に定めるところにより、一又は複数の授業科目の履修を認め

ることがある。 

２ 前項の授業科目としては、学則第３条第４項、第 12 条、第 13 条の３、第 13 条の６、第 15 条、第 16 条の３に定め

る科目の他、以下の科目とする。 

ドイツ語Ａ Ｂ１ 

ドイツ語Ｂ Ｂ１ 

フランス語Ａ Ｂ１ 

フランス語Ｂ Ｂ１ 

中国語Ａ Ｂ１ 

中国語Ｂ Ｂ１ 

韓国・朝鮮語Ａ Ｂ１ 

韓国・朝鮮語Ｂ Ｂ１ 
 
 



 

第 44条の２ 聴講生の取扱に関しては、下記の通り定める。 

(１) 本学の授業科目の一部を聴講しようとする者があるときは、学生定員に余裕がある場合に限り、教授会において

資格を判定し聴講を許可することがある。 

(２) 聴講生の入学については第 25 条の規定を準用する。 

(３) 聴講生が希望によりその聴講した科目の試験を受けこれに合格したときは、その科目の履修証明書を交付する。 

(４) 聴講生が在籍した年数及び履修した科目は、大学の正規の課程による在学年数又は履修単位として認定すること

ができない。 

(５) 聴講生は聴講する科目１単位につき 10,000 円の聴講料を納付するものとする。聴講料の納付については、学則第

29 条、第 30 条、第 32 条及び第 36 条を準用する。 

(６) 聴講生に対しては、本条に定めるもの以外の学則は準用しない。 

第 44 条の３ 学校教育法第 105 条に定める特別課程を履修しようとする者があるときは、選考の上、特別課程履修生

として履修を許可することがある。 

２ 特別課程履修生が所定の課程を履修したときは、学校教育法第 105 条に定める履修証明書を交付する。 

３ 特別課程履修生に関する規定は、別に定める。 

第 45 条 特定事項に関する研究に従事することを希望する者があるときは、選考のうえ、研修員として許可すること

がある。研修員に関する規定は、別にこれを定める。 

２ 研修員の研修費は月額 5,000 円とし、当該年度の研修期間について、その全額を前納するものとする。 

３ 研修員に対しては、本条に定めるもの以外の学則は準用しない。 

第 46条 学則第 25 条第２項第１号に定める資格を有する外国人で、本学において教育を受けることを希望するものが

あるときは、選考の上、外国人留学生として入学又は一部の授業科目の履修を許可することがある。外国人留学生に

関する規定は別にこれを定める。 

２ 前項の授業科目としては、学則第３条第４項、第 12 条、第 13 条の３、第 13 条の６、第 15 条、に定める科目の他、

以下の科目とする。 

 日本事情Ａ       Ａ２ 

 日本事情Ｂ       Ａ２ 

 日本語・日本文化研究Ａ         Ｂ１ 

 日本語・日本文化研究Ｂ         Ｂ１ 

 

第 17章 学年、学期及び休業日 

 

第 47条 本学の学年、学期及び休業日は下記の通りである。 

(１) 学年は、４月１日に始まって翌年３月 31 日に終わる。 

(２) 学年を２期に分ける。 

春期は４月１日から９月 30 日まで 

秋期は 10 月１日から翌年３月 31 日まで 

(３) 学長は、前号の規定にかかわらず、教授会の議を経て前号の春期の終了日及び秋期の開始日を変更することがで

きる。 

(４) 第２項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができる。 

(５) 学長は、各クォーターの始期及び終期を定めることができる。 

(６) 学年中の定期休業日は、下記の通りである。 

(ア) 日曜日 

(イ) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(ウ) 本学創立記念日 ４月 28 日 

(エ) 春期、夏期及び冬期休業に関しては、別に定める本学の学年暦による｡ 

(７) 学長は、必要に応じ休業日を変更又は臨時に休業日を定めることができる。 

 

第 18章 賞罰 

 

第 48条 学生でとくに学業、操行優秀で他の模範となる者に対しては、これを表彰することがある。 

第 49 条 学生で本学の教育方針に違反し、学生の本分にもとる行為をした者に対しては、学長が教授会の議を経て、



 

これを懲戒することができる。懲戒は訓告、停学及び退学とする。ただし、退学は次の者に限る。 

(１) 性行不良で改善の見込がないと認められる者 

(２) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 

(３) 正当の理由なくて出席常でない者 

(４) 学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

 

附 則 

 

１  本学則は昭和 24 年 4 月 1 日から施行する。 

2～98 （略） 

99  この改正は令和 8年 4 月１日から施行する｡ 

100  本則第２条及び第 42 条の規定に係わらず、令和 8 年度から令和 10 年度の大阪樟蔭女子大学の定員は次の通りとす

る｡ 

 

令和 8 年度 

学部 学 科 専 攻 入学定員(名） 収容定員(名） 

学 

芸 

学 

部 

リベラルアーツ学科 ― 40 80 

国文学科 ― 40 200 

国際英語学科 ― ― 110 

言語文化コミュニケーション学科 ― 30 30 

心理学科 ― 60 280 

ライフプランニング学科 ― 40 200 

化粧ファッション学科 ― 140 560 

計 350 1,460 

児童

教育

学部 

児童教育学科 ― 50 340 

計 50 340 

健康

栄養

学部 

健康栄養学科 
管理栄養士専攻 80 400 

食物栄養専攻 20 120 

計 100 520 

 

 

令和 9 年度 

学部 学 科 専 攻 入学定員(名） 収容定員(名） 

学 

芸 

学 

部 

リベラルアーツ学科 ― 40 120 

国文学科 ― 40 180 

国際英語学科 ― ― 70 

言語文化コミュニケーション学科 ― 30 60 

心理学科 ― 60 260 

ライフプランニング学科 ― 40 180 

化粧ファッション学科 ― 140 560 

計 350 1,430 

児童

教育

学部 

児童教育学科 ― 50 270 

計 50 270 

健康

栄養

学部 

健康栄養学科 
管理栄養士専攻 80 360 

食物栄養専攻 20 100 

計 100 460 



 

令和 10 年度 

学部 学 科 専 攻 入学定員(名） 収容定員(名） 

学 

芸 

学 

部 

リベラルアーツ学科 ― 40 160 

国文学科 ― 40 160 

国際英語学科 ― ― 30 

言語文化コミュニケーション学科 ― 30 90 

心理学科 ― 60 240 

ライフプランニング学科 ― 40 160 

化粧ファッション学科 ― 140 560 

計 350 1,400 

児童

教育

学部 

児童教育学科 ― 50 200 

計 50 200 

健康

栄養

学部 

健康栄養学科 
管理栄養士専攻 80 320 

食物栄養専攻 20 80 

計 100 400 

 

 


